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総則 

 

１．基本方針 

  ＜災害に対する基本方針＞ 

  ①利用者及び職員の生命を守り、継続的・安定的にサービスを提供する。 

  ②地域の災害拠点となる。 

 

２．推進体制 

  当法人の事業継続の推進組織は「災害対策推進チーム」として、下記のメンバーで構成。 

 

  ①光の園町田拠点 

役割 部署 ＧＨ デイ 

責任者 施設長 菅原一憲 

副責任者 事務長 柚原万智子 

事業所間 連絡調整 総務 菅原大輔 松岡麻紀 

介護担当（シフト関係） 管理者 ホーム長 

センター長 

菅原大輔 

市川麗 

田又寛喜 

介護担当（ケア方法等） 介護主任・副主任 市川麗 鵜川雅子 

設備インフラ担当 総務副部長 菅原大輔 

給食担当 総務次長 松岡麻紀 

備品担当 渉外課長 田又寛喜 

 

  ②光の園おおくら拠点 

役割 部署 ＧＨ 小規模 

責任者 施設長 菅原一憲 

副責任者 事務長 柚原万智子 

事業所間 連絡調整 総務 菅原大輔 松岡麻紀 

介護担当（シフト関係） 管理者 ホーム長 松岡亮二 

介護担当（ケア方法等） 介護主任・副主任 飯野はるみ 折原裕樹 

設備インフラ担当 総務副部長 菅原大輔 

給食担当 総務次長 松岡麻紀 

備品担当 業務課長 松岡亮二 

 

  ※シフト関係  ⇒ 緊急時のシフト調整、出勤可能な職員等の把握 

   ケア関係   ⇒ 災害時におけるケア業務の組み立て、他職員への周知、指導 

   設備インフラ ⇒ インフラ（水道・ガス・電気・電話・インターネット）等の 

            使用可能状況の確認。復旧にむけた段取り等を行う。 

   給食     ⇒ 災害時における給食の提供指示 

   備品     ⇒ 備品の管理。年２回の備品チェック（賞味期限等） 

 

 

 



３．リスクの把握 

（１）防災ハザードマップ  ※令和 5 年 9 月 1 日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光の園町田 

光の園おおくら 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）洪水ハザードマップ  ※令和 5 年 9 月 1 日時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光の園おおくら 



（３）土砂災害ハザードマップ ※令和 5 年 9 月 1 日時点 

 

 Ａ）光の園町田周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ）光の園おおくら周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光の園おおくら 

光の園町田 



４．被災想定 

１）地震 

 

 

＜町田市の地震防災対策の主軸となる被害想定＞ 

 

 ※2023 年度 町田市地域防災計画より抜粋 

地震による被害の発生態様や被害程度の予測並びに地域危険度を把握しておくことは、震災対 

策を効果的に推進するうえで、極めて重要である。町田市における地震被害想定は、東京都防災 

会議が 2022 年（令和４年）５月に策定・発表した「首都直下地震等による東京の被害想定」に 

基づくものとし、これを計画策定の前提条件とする。 

 

東京都は「首都直下地震等による東京の被害想定」上で４パターンの地震の型を想定している。 

 

これらの地震の発生確率や頻度を比較すると、東京湾北部地震並びに、町田市に大きな影響を 

与える多摩直下地震は、今後 30 年以内に発生する確率が 70％と可能性が高く、対策が急務と 

いえる。 

 

そこで、町田市の地震防災対策は、東京都の被害想定の 4 つの地震の型の中で、市域に与える

被害が元禄型地震に次いで大きく、かつ最も切迫性の高い「多摩直下地震（M7.3）」の被害想定を

軸として、計画の検討を行っていくこととする。 

 

ただし、被害想定の最大となる元禄型関東地震や、想定外の災害・想定以上の災害、複合災害 

等についても念頭において、防災対策を推進するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜多摩直下地震（M7.3）による市域の被害想定結果の概要＞ 

町田市の、多摩直下地震（M7.3）による被害想定結果の概要は以下のとおりである。 

① 想定地震による本市の震度は、市域の北～中央にかけて震度 6 強、市南部で震度６弱を示 

す。 

② 建物の全壊棟数は、1,718 棟である。原因は、ゆれによるものが大部分である。 

③ 火災延焼による焼失棟数は、冬夕方・風速 8m/s では 2,655 棟（ゆれ等による倒壊建 

物との重複を除いた場合は、2,605 棟）である。 

④ 死者の数は、冬早朝・風速 8m/s で 121 人である。また、負傷者の数は、冬早朝・風 

速 8m/s で 2,434 人である。 

⑤ 死者及び負傷者の主な原因は、ゆれによる建物被害、屋内収容物及び火災である。 

⑥ 避難人口は、冬夕方・風速 8m/s では 58,411 人である。 

⑦ 閉じ込めにつながり得るエレベーターの停止台数は、冬夕方・風速 8m/s では 327 台 である。 

⑧ 町田駅周辺の滞留者は 37,604 人であり、その中でも屋外に滞留すると見られる人数は 6,066 

人である。 

⑨ 冬夕方・風速 8m/s では停電率が 5.9％、固定電話不通率が 2.4％となる。また、上水 

道断水率が 17.9％、下水道管きょ被害率が 4.9％、ガス供給停止率が 0.1％である。 

⑩ 震災廃棄物の量は、冬夕方・風速 8m/s では重量 70 万トンである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



都内都市計画区域のうちの市街化区域の 5,177 町丁目について、各地域における地震に対する 

危険性を把握するための指標としての建物倒壊危険度、火災危険度に加えて、第 7 回から測定を

始めた災害時活動困難度を加味した総合危険度について 1 から 5 までのランクで相対的に評価

し、地域の地震に対する危険度を算定している。 

 

① 建物倒壊危険度 

建物倒壊危険度は、地震動による建物の倒壊の危険性を評価しており、危険度は地盤と地域 

にある建物の種類などによって判定している。 

○ 地盤は、地盤分類により危険性の大小を評価したほか、地盤の液状化の可能性等につ 

いても考慮 

○ 建物については、阪神・淡路大震災の被害事例も参考にしながら、構造別（木造、鉄 

筋コンクリート造など）、建築年次別、階数別などに分類し、その耐震性能を評価 

○ ただし、建物全壊率について、同一の地盤、構造、年代別の建物でも、全て同一では 

なく、確率的に分散する仮定で測定 

 

② 火災危険度 

火災危険度は、地震による出火と延焼の危険性を測定して、火災の危険性を評価している。 

○ 出火の危険性は、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから 

算定 

○ 延焼の危険性は、出火した場合の燃え広がりのシミュレーションを実施し、出火点数 

及び出火点ごとの全焼棟数をもとに算定 

 

③ 災害時活動困難度 

災害時活動困難度は、地域の道路の多さや、道路ネットワーク密度の高さといった道路基盤 

などの整備状況から評価している。 

 

④ 総合危険度 

総合危険度は、建物倒壊危険量（棟/ha）、火災危険量（棟/ha）の各値に、地域レベルの道 

路整備状況などから評価した災害時活動困難度の値を掛け合わせ、それを合算し測定している。 

 

町田市における危険度ランク 

危険度ランクは、総合危険度では、大部分の町丁目において、相対的に危険度が低いランク 1 な

いし 2 の評価を得ており、金森１丁目、森野３丁目、高ヶ坂１丁目の 3 地区がランク 3 の 

評価となっている。（危険度のランクは相対評価のため、安全性が向上していても他の町丁目の 

安全性がより一層向上している場合には、危険な方向にランクが変化している場合がある。） 

 

場所 建物倒壊危険度 火災危険度 災害時活動困難危険度 綜合危険度 

光の園町田 

（真光寺町） 

ランク１ ランク１ ランク２ ランク１ 

光の園おおくら 

（大蔵町） 

ランク１ ランク１ ランク１ ランク１ 

 



■町田市の被害想定結果一覧（出典：2012 年（平成 24 年）4 月 首都直下地震等による東京の被害想定報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【自施設で想定される影響】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２）風水害 

 

大雨や強風等によって生じる、河川の氾濫や道路等の冠水、崖崩れや土石流等の土砂災害、強 

風による建物や土木構造物の倒壊・損傷、風倒木及び農作物被害などをいう。 

近年の水害は、都市部において地表面のほとんどがアスファルトやコンクリートで覆われ、雨 

水の流出率が増大するとともに、河道又は下水道（雨水管）への流出時間が短くなり、一度に多 

量の雨水が河川や下水道に集中して生じる都市型水害が深刻化しつつある。また、地下空間を有 

する建物や地下街への浸水など新たな水害形態もみられるようになってきている。 

 

＜町田市における風水害における危険箇所＞ 

2023 年度（令和５年度）に把握されている市内での風水害の危険箇所は、水防上注意を要す 

る箇所（洪水）として境川で 8 箇所、鶴見川で 5 箇所、水防上注意を要する箇所（工事施工箇所） 

として、境川で４箇所、鶴見川で２箇所がある。  

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、2013 年（平成 25 年）3 月から順 

次、指定・公表され、2019 年（平成 31 年）3 月 15 日をもって全域で区域指定完了となった。 

土砂災害防止法では、おおむね５年ごとに地形の改変など社会情勢の変化を反映させる 

ための基礎調査を行うこととされており、東京都が現地調査を行い、地形や構造物の状態等 

に変化があった場合には、調査結果に基づき区域の指定・変更が行われる。 

2023 年度（令和５年度）６月 21 日現在、土砂災害警戒区域が 1,985 箇所、土砂災害特別警戒

区域が 1,727 箇所指定されている。 

 

＜浸水予想区域＞ 

都市型水害に対するソフト対策の一つとして、東京都都市型水害対策連絡会で作成・公表して 

いる浸水予想区域図は、東京都管理河川の流域毎に作成されており、2015 年度（平成 27 年度） 

の水防法改正を受け、今後は、想定し得る最大規模の降雨に順次更新される。 

本市を流れる境川流域の浸水予想区域図は、2005 年（平成 17 年）7 月に公表され、2018 

年（平成３０年）６月に最大規模の降雨に改定された。また、鶴見川流域（鶴見川・恩田川・真 

光寺川）浸水予想区域図は、2007 年（平成 19 年）10 月に公表され、2018 年（平成３０年） 

10 月に最大規模の降雨に改定された。浅川圏域、大栗川及び三沢川流域の浸水予想区域図は、

2020 年（令和２年）１月に改訂版が公表された。 

 

＜対象降雨＞ 

境川及び鶴見川における浸水予想区域図の対象降雨は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

＜浸水概要＞ 

境川流域における浸水予想区域図では、境川に沿って形成されている谷底平野において、ほぼ 



全域に渡り浸水深 3.0ｍ以上と想定されている。また、浸水幅は境川団地付近で最も広く約４00 

m あり、小田急・JR 町田駅付近でも１00m～200ｍ程度ある。 

境川は、幅の狭い谷底平野を流れる河川で、狭あい部も多く、また対象降雨が非常に大きいた 

め、浸水深が比較的大きくなったと想定される。 

鶴見川流域における浸水予想区域図では、鶴見川・恩田川・真光寺川沿いに連続した浸水予想 

区域があるが、一部では 3ｍ～5ｍの浸水が想定されている。 

鶴見川の流域では、0.2～0.5ｍ程度の冠水が予測される箇所が点在するが、これは流域の宅地 

化と下水道の整備にともない、一時的に下水道の雨水排水能力を超えるために生じる都市型浸水 

である。 

 

 ・光の園町田拠点では河川の氾濫等に関する被害は無いと想定される 

・光の園おおくら拠点 ハザードマップ上では浸水した際に想定される水深は 2.0～3.0ｍ 

 ⇒町田市からの緊急避難指示に基づき対応を行っていく。 

 

５．優先業務の選定 

１）優先する事業 

 当法人は、高齢者グループホーム２事業所、高齢者デイサービスセンター１事業所 

小規模多機能ホーム１事業所の合計４事業所、２拠点で運営を行っている。 

通所系の施設もある中で災害発生時の時間帯においても優先する事業が異なってくるため 

通所系のサービス提供時間帯とそれ以外の時間帯において優先順位を想定する。 

＜通所系サービス提供時間＞ 

（１）入所者、通いサービス利用者、職員の生命や生活を保護、維持するための業務を最優先 

業務とし、その他の業務は縮小、休止とする。 

（２）短期宿泊事業、移動支援事業、外部への訪問介護事業は原則休止し、業務資源の復旧状 

   況に応じて、順次、早期に再開を目指す。合わせて、可能な範囲での通い、短期宿泊利 

用者の自宅への送迎を行う。 

（３）法人内の施設間で連携して非常時優先業務に必要な人員、事業所、資機材等の確保、 

配分にあたる。 

（４）地域の災害時要援護者を受け入れる 

 

 

＜通所系サービス提供時間外＞ 

 （１）入所者、職員の生命や生活を保護、維持するための業務を最優先業務とし、その他の 

業務は縮小、休止とする。 

（２）短期宿泊事業、移動支援事業、外部への訪問介護事業は原則休止し、業務資源の復旧状 

   況に応じて、順次、早期に再開を目指す。 

（３）法人内の施設間で連携して非常時優先業務に必要な人員、事業所、資機材等の確保、 

配分にあたる 

（４）地域の災害時要援護者を受け入れる 

 

 

 



２）発生直後の業務（具体化） 

業務 実施内容 必要資源 

火災対応、避難誘導 消防計画による 在所職員、自立入所者 

建物・敷地等の被害確認 

代替措置の決定 

発生後直ちに確認。 

被害箇所は写真をとること。 

在所職員 

電気、上下水道、ガス、通信、書

房、空調、ボイラー設備等の被害

確認。代替措置の決定 

発生後直ちに確認。 

被害箇所は写真をとること。 

在所職員 

入所者の安否確認 

閉じ込め者の救出 

発生後直ちに確認。 在所職員 

緊急を要する者の看護 応急処置、救急車両要請ほか 在所職員 

３）支援・介護業務ほかの継続する優先業務 

職員数 夜勤職員のみ 

（夜間） 

出勤３０％ 

（発生後６時間） 

出勤５０％ 出勤７０％ 出勤９０％ 

業務 

水準 

職員・入所者の安

全確認のみ 

安全と生命を守

るため、必要最低

限 

食事、排泄中心、

その他は休止又

は減 

一部休止、減と

するがほぼ通常

に近づける 

ほぼ通常通り 

給食 休止 備蓄メニューの

準備 

飲料水、栄養補

助食品、簡易食

品、炊き出し 

炊き出し、光熱

水復旧範囲で調

理再開 

炊き出し、光熱水

復旧範囲で調理

再開 

食事 

介助 

応援体制が整う

まではなし 

必要な者に介助 必要な者に介助 必要な者に介助 ほぼ通常通り 

口腔 

ケア 

応援体制が整う

まではなし 

必要者はうがい 必要者はうがい 適宜介助 ほぼ通常通り 

水分 

補給 

応援体制が整う

まではなし 

ペットボトルの

配布。必要な者に

介助 

ペットボトルの

配布。必要な者

に介助 

ペットボトルの

配布。必要な者

に介助 

ペットボトルの

配布。必要な者に

介助 

入浴 

介助 

失禁等のある者

は清拭 

適宜清拭を実施 適宜清拭を実施 適宜清拭を実施 適宜清拭を実施 

洗顔 休止 休止 必要な者は清拭

を実施 

必要な者は清拭

を実施 

ほぼ通常通り 

排泄 必要な方のみ 厚めのオムツを

利用 

ほぼ通常通り ほぼ通常通り ほぼ通常通り 

機能 

訓練 

休止 休止 褥瘡・拘縮予防

実施 

褥瘡・拘縮予防

実施 

ほぼ通常通り 

マ ッ サ

ージ 

休止 休止 休止 緊張をほぐす目

的で実施 

ほぼ通常通り 

清掃 休止 汚れた箇所のみ 感染対策による

清拭 

感染対策による

清拭 

ほぼ通常通り 

洗濯 休止 休止 必要最低限 必要最低限 ほぼ通常通り 

シ ー ツ

交換 

休止 汚れが目立つと

ころ 

罹患者を優先 順次、部分的に

交換 

ほぼ通常通り 



バ イ タ

ル 

休止 状況に応じて 全員の健康チェ

ック開始 

全員の健康チェ

ック。必要時受

診 

全員の健康チェ

ック。必要時受

診。 

医療 トリアージ、 

応急処置 

応急処置 応急処置 救急搬送、 

配役 

ほぼ通常通り 

感染 

対策 

状況に応じて 状況に応じて 消毒薬の配置 消毒薬の配置 ほぼ通常通り 

職員数 夜勤職員のみ 

（夜間） 

出勤３０％ 

（発生後６時間） 

出勤５０％ 出勤７０％ 出勤９０％ 

服薬 状況に応じて 状況に応じて 必要に応じて 必要に応じて ほぼ通常通り 

協力医と連絡 

痰吸引 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて ほぼ通常通り 

相談 休止 要請に応じて 随時実施 随時実施 随時実施 

問 合 わ

せ対応 

対応記録 対応記録 対応記録 対応記録 対応記録 

夜勤 在所職員対応 在所職員対応 

夜勤計画作成 

夜勤時間延長 

変則勤務開始 

夜勤時間延長 

変則勤務開始 

ほぼ通常通り 

緊急 

受入 

― ― ― 受入れの検討 受入れの検討 

飲 料 水

の調達 

備蓄品から支給 備蓄品から支給 災害時協力井戸 

での調達 

応急給水拠点で

の調達 

応急給水拠点で

の調達 

バ ッ ク

ア ッ プ

供給 

 非常用自家発電

装置運搬 

発電機の運転確

認 

発電機の運転 備蓄資材対応 

ボ ラ ン

ティア 

 関係機関と連絡

調整 

派遣要請 受入れ準備 受入れ 

 

４）急時連絡体制・職員の安否確認 

・自宅待機者等との連絡については、携帯、固定電話、公衆電話等の通信可能な手段にて 

緊急連絡網により指示連絡を行う。 

・各職員は、災害用伝言サービス、各形態電話会社の非常時通信サービス等を利用し、安否を連 

絡する。 

 

◯ 配備態勢・職員行動基準 

区分 基準 参集要因 主な活動内容 

第１配備 

（初動対応） 

 

震度５強 

 

大雨・洪水警報 

 

噴火予報 

 

 

施設長 

事務長 

副部長 

課長 

防災責任者 

 

１）災害対策本部の設置 

２）利用者の安全閣員、施設設備点検、 

被害状況確認、報告、情報収集、各機関と

の連絡調整等を行い、必要な措置を講じる 

３）第２配備への移行を準備 

４）必要に応じて第２配備へ移行 



参集該当職員は、自宅の被害状況を確認後、自宅の防災対策

を実施して直ちに施設へ出勤する。（出勤不可の場合は連絡） 

第２配備 

（初動対応） 

 

震度６弱 

 

 

 

暴風・波浪警報 

 

 

施設長 

事務長 

副部長 

課長 

防災責任者 

管理者 

ホーム長 

看護師 

 

１）災害対策本部の設置 

２）利用者の安全確認、施設設備点検、被

害状況確認、報告、情報収集、各機関との

連絡調整等を行い、必要な措置を講じる 

３）第３配備への移行を準備 

４）必要に応じて第３配備へ移行 

５）終息後、安全の確認が確保された場合

には自宅待機の解除を指示 

参集該当職員は、自宅の被害状況を確認後、自宅の防災対策

を実施して直ちに施設へ出勤する（出勤不可の場合は連絡） 

一般職員は、原則自宅待機とし、自宅の防災対策を実施して

緊急招集要請があった場合に備える。 

第３配備 

（発動） 

 

震度６強以上 

 

 

 

暴風・波浪警報 

 

 

 

噴火警報 

 

全職員 

１）災害対策本部の設置 

２）利用者の安全確認、職員の安否確認、

施設設備点検、被害状況確認、報告、ライ

フライン状況確認、職員参集状況の把握、

各機関との連絡調整等を行い、必要な措置

を講じる 

３）職員参集状況を確認、事業継続体制の

配備 

４）本部は被害状況に応じた対応を、配備

した各班組織に指示、職員は割り当てられ

た業務に従事 

全職員は、自宅の状況を確認し、被害状況、施設への出勤の

可否、要する時間等の報告を行い、出勤可能な場合は、直ち

に施設へ出勤する。 

 

出勤中、可能な限り外部の被害状況の情報収集（写真）をは

かる。被害状況の報告は、原則、本人から施設へ報告するも

のとし、状況に応じて使用できる通信手段にて行う。 

 

５）配備態勢各班の任務、配置人員、代行者等 

 

 ◯配備職員の体制は、常勤職員１８名（６０名の３０％）を想定して配置する。 

職員の職種は考慮しないこと。 

 

 ◯次の配置は、必要最低限必要な人員を記載しているため、職員の参集人員に応じて適宜配 

置人員を変更する。 



 

 ◯各班は、災害対策本部、他の班と連絡を密にして情報の共有化を図る。 

 

 ◯支援・介護班、救護班、調理班、現場対応班は、基本的に後記９にある緊急時の対応手順に 

基づき任務を遂行する。 

 

 ◯各班は業務の進捗状況等はもとより、業務に当たっての問題点について、行動記録表により 

対策本部に連絡し、情報を集中させる。また、状況に応じて指示を受ける。 

 

① 災害対策本部 

   災害地の指揮の中枢にあって組織の編制や災害活動の指揮統制を行う。 

 

  ◯統括者（施設長） 

  ・施設利用者の安否確認、法人本部との連携、建物、ライフラインの被害状況の把握等、 

   情報の収集を図りながら、災害対策の方向性、業務維持のための実施内容など施設の全般 

   の指揮を行う。 

  ・災害対策本部、各班の活動拠点、避難等の決定、指示 

  ・各班合同対策会議を随時、消臭 

 

  ◯副統括者（総務班１名が兼任） 

  ・統括者の補佐にあたる。また、統括者不在時の代行を行う。 

   【 ①事務長 ②副部長 ③防災責任者 】 

 

② 総務班 

  統括者の直接的な指揮下にあり、配備体制各班の業務遂行状況等の情報を収集してその状況 

  を統括者へ報告する。 

  統括者の指示のもとに具体的な業務遂行の起案や各班に実施内容の連絡を行う。 

   【 班長 事務長 、副班長、総務次長 】 最低配置人員１名 

 

  ◯基本的事項 

  ・法人本部からの指揮命令の伝達に関すること 

  ・職員招集の指示に関すること 

  ・被害状況の調査及び報告、復旧業務の指示、避難に関すること 

  ・施設の利用制限に関すること 

  ・各情報の整理に関すること 

  ・非常持出書類等の管理に関すること   

  ・各種物資の調達に関すること      

  ・地域の要援護者の受入れに関すること 

  ・その他、他班に属さない事項に関すること 

 

③ 連絡調整班 

  職員の安否情報確認等や家族、医療機関、行政機関等へ総務班の指示のもと情報の受信発信 



を行う。【 班長 生活相談員 、 副班長 ケアマネージャー 】 最低配置人員１名 

  

◯基本的事項 

  ・職員の安否情報の収集、 

 

６.現状の課題と対策 

 

＜現状の課題＞ 

（１）活動場所が施設外になった場合の対応 

 施設が倒壊等し施設外に事業継続の拠点を移さざるを得なくなった場合の活動場所の選定、 

活動内容や方法について、具体的に社会資源を含めて検討する。 

 

（２）法人間・地域間との連携 

・人的資源、物的資源の共有化や相互支援体制等について、法人内で検討することはもとより

近隣の法人外の施設や異業種の事業所、地域住民等とも連携するため、平常時から顔の見える

関係をつくれる取り組みを検討する。 

・備蓄品（食料品・医薬品・その他の消耗品など）等の輸送経路や補充方法、医療関係者の派

遣について検討する必要がある。 

・ボランティア等に十分に活躍してもらえるように受入れマニュアルの策定を行う。 

 

（３）教育 

  非常時にいかに早く参集できるかは、日ごろの家庭内での防災対策によるところが大きいた

め家庭での防災備蓄誘導策や職員教育にも力をいれなくてはならない。 

 

（４）要支援者の受け入れ 

  町田市が策定した町田市避難行動要支援者避難支援プランに基づき下記の役割を遵守する。 

 

社会福祉施設、福祉サービス事業者等の役割 

【平常時】 

ア 在宅の避難行動要支援者 の個別計画作成のための同意への協力 

イ 在宅の避難行動要支援者 の情報の変更・修正に関する市への情報提供 

ウ 在宅の避難行動要支援者 の避難支援（移動手段）への協力 

エ 避難先（二次避難施設）としての避難体制への協力 

【災害時】 

ア 避難行動要支援者の受入 

 

７．評価と改善 

計画の目標・基本方針を定期的に確認。見直しを定期的（年１回）に行い実行する。 

 

１）計画の目標 

１ 災害発生時における利用者の安全を守るとともに職員の安全も守る 

   利用者の安全を確保するため、まずは職員の家庭を含めた安全対策を行う。 



２ 災害発生後も途切れる事なく、サービスを安定的に提供する。 

   この計画により災害発生時に発生する応急業務に加え、通常業務のうち、中断できない業 

務や中断しても早期の復旧を必要とする業務（非常時優先業務）を適切に実施する体制を 

確保するために、必要な資源（人員、背う日、資機材等）や対策を事前に定めて災害発生 

後の業務継続に万全に期すことを目指す。 

３ 地域災害弱者の災害拠点になる 

 

 

２）計画の実施（見直し）体制 

本計画は、対策本部において検討し実行する。 

（１）対策本部とは施設長を本部長とし、事務長を事務担当部長、総務次長を事務局長、 

各事業所の管理者を班長とする 

（２）対策本部は本部長が必要と判断した都度、開催する 

（３）検討事項 

・教育と訓練の計画に関すること 

 ・計画の見直しと改善に関すること 

 ・備蓄その他在庫管理に関すること 

 ・相互支援体制の構築に関すること 

 

附則 

この事業継続計画は、令和 2 年 4 月 1 日より施行する。 

この事業継続計画は、令和 3 年 4 月 1 日に見直し変更なし。 

この事業継続計画は、令和 4 年 4 月 1 日に変更。 

この事業継続計画は、令和 5 年 4 月 1 日に見直し変更なし。 

この事業継続計画は、令和 6 年 4 月 1 日に変更。 

 


